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明
か
ら
淸
へ
の
王
朝
交
代
は
、
中
國
本
土
の
み
な
ら
ず
、
海
を
隔
て

た
日
本
に
お
い
て
も
非
常
な
關
心
事
で
あ
っ
た
。
特
に
、
明
淸
變
革
が

單
な
る
王
朝
の
交
代
に
止
ま
ら
ず
、
漢
族
か
ら
女
眞
族
へ
の
支
配
者
の

交
代
も
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
華
夷
の
辨
に
嚴
し
い
儒
者
に
と
っ

て
は
、
一
大
事
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

明
淸
變
革
當
時
の
日
本
に
お
い
て
、
中
國
の
事
情
に
最
も
詳
し
か
っ

た
儒
者
と
し
て
は
、
幕
府
の
事
實
上
の
外
交
顧
問
の
地
位
に
あ
っ
た
林

羅
山
（
衟
春
、
天
正
十
一
年
［
一
五
八
三
］
～
明
曆
三
年
［
一
六
五
七
］）
お

よ
び
そ
の
第
三
子
で
あ
り
父
の
後
を
繼
い
だ
林
鵞
峰
（
春
齋
、
元
和
四
年

［
一
六
一
八
］
～
延
寶
八
年
［
一
六
八
〇
］）
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

彼
ら
二
人
、
特
に
林
家
の
初
代
に
當
た
る
林
羅
山
に
つ
い
て
は
、
以
前

は
江
戶
初
期
の
幕
府
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
朱
子
學
へ
と
決
定
づ
け
た
人

物
と
し
て
非
常
に
重
視
さ
れ
て
き
た
が
、
今
日
で
は
、
そ
の
よ
う
な
力

を
彼
が
幕
府
に
對
し
て
有
し
て
い
た
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
て
い
る（

１
）。

し
か
し
な
が
ら
後
述
の
ご
と
く
、
少
な
く
と

も
對
中
國
の
外
交
に
お
い
て
は
、
羅
山
乁
び
鵞
峰
が
將
軍
や
老
中
と
い

っ
た
、
幕
府
に
お
け
る
最
高
權
力
者
た
ち
か
ら
も
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た

こ
と
は
確
實
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
彼
ら
二
人
は
明
淸
變
革
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
見
解
を

殘
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
羅
山
は
、
淸
軍
と
南
明
軍
と
の
激

戰
が
續
い
て
い
る
最
中
の
正
保
三
年
（
一
六
四
六
、
順
治
三
年
）
鼕
に
記

し
た
そ
の
論
文
で
あ
る
「
過
明
論（

２
）

」
に
お
い
て
、「
風
聞
丙
戌
季
秋
之

末
、
韃
人
入
延
平
、
而
福
京
亦
亂
敗
。
不
知
果
如
何
也
（
風
聞
す
、
丙

戌
［
正
保
三
年
］
季
秋
の
末
、
韃
人
、
延
平
に
入
り
て
、
福
京
も
亦
た
亂
れ
敗
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る
、
と
。
知
ら
ず
、
果
し
て
如
何
）」
と
、
同
年
九
月
ま
で
の
福
建
省
で
の

戰
況
を
述
べ
た
後
で
、「
今
見
其
人
物
風
俗
、
則
中
國
與
江
南
古
人
禮

儀
法
制
政
事
文
章
有
犹
在
。
與
北
虜
羶
腥
之
卑
而
不
知
禮
儀
、
去
禽
獸

不
遠
者
、
霄
壤
懸
隔
（
今
、
其
の
人
物
風
俗
を
見
れ
ば
、
則
ち
中
國
と
江
南

と
古
人
の
禮
儀
法
制
政
事
文
章
、
犹
ほ
在
る
こ
と
有
り
。
北
虜
羶
腥
の
卑
し
く

し
て
禮
儀
を
知
ら
ず
、
禽
獸
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ざ
る
者
と
、
霄
壤
［
せ
う
じ

や
う
］
の
懸
隔
な
り
）」
と
華
夷
の
別
を
强
調
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、「
今
之
韃
酋
所
爲
、
善
惡
未
可
知
也
（
今
の
韃
酋
の
爲
す
所
、
善
惡
未

だ
知
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
）」
と
、
淸
朝
皇
帝
に
つ
い
て
は
善
惡
の
斷
定

を
避
け
、
最
後
に
は
話
を
そ
ら
し
て
長
崎
に
來
航
す
る
南
蠻
船
を
取
り

締
ま
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、「
不
在
其
位
、
不
謀
其
政
。
則
國
家
者
非

散
焉
者
之
所
議
也
（
其
の
位
に
在
ら
ざ
れ
ば
、
其
の
政
を
謀
ら
ず
。
則
ち
國

家
は
散
焉
者
の
議
す
る
所
に
非
ざ
る
な
り
）」
と
、
斷
定
を
避
け
つ
つ
そ
の

文
を
終
え
て
い
る
。

　

一
方
、
そ
の
子
で
あ
る
林
鵞
峰
は
、
三
藩
の
亂
の
最
中
で
あ
る
延
寶

二
年
（
一
六
七
四
）
六
月
に
執
筆
し
た
「
華
夷
變
態
序（

３
）

」
に
お
い
て
、

吳
三
桂
の
檄
文
に
つ
い
て
觸
れ
、「
頃
閒
吳
鄭
檄
各
省（

４
）、
有
恢
復
之
擧
。

其
勝
敗
不
可
知
焉
。
若
夫
有
爲
夷
變
於
華
之
態
、
則
縱
異
方
域
、
不
亦

快
乎
（
頃
閒
［
け
い
か
ん
］、
吳
鄭
、
各
省
に
檄
し
、
恢
復
の
擧
有
り
。
其
の

勝
敗
、
知
る
べ
か
ら
ず
。
若
し
夫
れ
夷
、
華
に
變
ず
る
の
態
を
爲
す
こ
と
有
る

と
き
は
、
則
ち
縱
ひ
方
域
を
異
に
す
と
も
、
亦
た
快
な
ら
ず
や
）」
と
、
自
己

が
吳
三
桂
の
側
に
心
情
的
に
荷
擔
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て

い
る
。

　

こ
れ
ら
の
文
を
見
る
限
り
、
彼
ら
父
子
の
明
淸
變
革
に
對
す
る
見
方

に
は
、
大
き
な
違
い
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
淸

史
硏
究
の
專
家
で
あ
る
川
勝
守
は
、
林
鵞
峰
の
こ
の
文
に
つ
い
て
、

「『
夷
狄
が
中
華
の
態
を
變
え
る
の
は
愉
快
だ
』
と
言
い
放
っ
て
、
儒
の

本
家
中
國
に
頭
の
上
が
ら
ぬ
儒
者
の
無
邪
氣
さ
が
現
れ
て
い
て
面
白

い（
５
）」

と
、
鵞
峰
が
淸
朝
の
側
に
肩
入
れ
し
て
い
る
と
誤
讀
し
た
上
で
、

「
華
夷
變
態
序
」
に
は
、
儒
敎
の
本
家
で
あ
る
中
國
に
對
す
る
日
本
の

儒
者
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
裏
返
し
で
あ
る
「
無
邪
氣
さ
が
現
れ
て
い

て
面
白
い
」
と
、
こ
れ
を
局
外
者
に
よ
る
無
責
任
な
放
言
に
過
ぎ
な
い

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
思
想
史
硏
究
の
專
家
で
あ
り
、

林
羅
山
に
始
ま
る
林
家
に
關
す
る
多
數
の
專
論
を
發
表
し
て
い
る
眞
壁

仁
も
、「
華
夷
變
態
序
」
の
解
釋
に
お
い
て
は
川
勝
氏
の
誤
讀
を
受
け

繼
ぎ
、「
夷
狄
で
あ
る
滿
洲
人
が
中
華
と
な
る
よ
う
な
事
態
の
招
來
を
、

異
邦
の
傍
觀
者
の
立
場
か
ら
愉
快
で
あ
る
と
評
し
た（

６
）
」
と
、「
異
邦
の

傍
觀
者
の
立
場
か
ら
」
の
も
の
で
あ
る
と
解
釋
し
、
川
勝
氏
と
同
樣
の

見
解
を
述
べ
て
い
る
。
本
論
文
に
お
い
て
は
、
林
羅
山
、
そ
し
て
特
に

林
鵞
峰
の
上
記
の
文
が
、
本
當
に
「
無
邪
氣
」
な
「
異
邦
の
傍
觀
者
の
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立
場
か
ら
」
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
、
こ
れ
ら
の
書

の
執
筆
の
背

景
か
ら
探
っ
て
い
き
た
い
。

　

初
め
に
、
明
淸
變
革
の
同
時
代
に
お
い
て
、
日
本
の
知
識
人
、
特
に

中
國
に
最
大
の
關
心
を
有
す
る
儒
者
た
ち
が
、
中
國
の
最
新
事
情
を
知

り
得
る
こ
と
が
で
き
た
情
報
源
に
つ
い
て
、
單
に
述
べ
て
い
き
た
い
。

　

そ
れ
ら
の
う
ち
時
閒
的
に
最
も
先
行
す
る
の
が
、
朝
鮮
半
島
釜
山
に

あ
っ
た
、
對
馬
藩
の
貿
易
居
留
地
で
あ
る
倭
館
か
ら
の
も
の
で
あ
ろ

う（
７
）。

仁
祖
五
年
（
一
六
二
七
、
天
啓
七
年
、
寬
永
四
年
）
に
朝
鮮
王
朝
の

國
王
で
あ
る
仁
祖
は
女
眞
軍
に
降
伏
し
た
が
、
そ
の
翌
年
（
一
六
二
八
、

仁
祖
六
年
、
寬
永
五
年
、
崇
禎
元
年
）、
對
馬
藩
主
で
あ
る
宗
義
成
は
幕
府

か
ら
の
呼
び
出
し
を
受
け
た
。
そ
の
際
、
將
軍
家
光
は
義
成
に
對
し

て
、「
此
こ
ろ
韃
靼
人
朝
鮮
の
西
邊
を
侵
掠
す
る
よ
し
聞
召
る
れ
ば
。

歸
封
の
後
速
に
朝
鮮
の
王
城
へ
使
者
を
つ
か
は
し
。
そ
の
さ
ま
つ
ば
ら

に
巡
察
せ
し
め
。
も
し
王
城
急
難
あ
ら
ば
。
援
兵
を
つ
か
は
す
べ
し（

８
）」

と
命
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、

そ
れ
以
降
の
朝
鮮
か
ら
の
女
眞
族
（
淸
朝
）
に
關
す
る
情
報
は
、
長
崎

の
唐
人
か
ら
の
情
報
を
收
集
し
た
、
後
述
の
『
華
夷
變
態
』
の
な
か
に

吸
收
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
擧
げ
る
べ
き
な
の
は
、
日
本
人
自
身
に
よ
る
見
聞
の
記
錄
で
あ

る
漂
流
記
で
あ
ろ
う
。
週
知
の
ご
と
く
、
江
戶
幕
府
は
い
わ
ゆ
る
「
鏁

國
」
を
國
是
と
し
て
日
本
人
の
國
外
へ
の
出
國
を
禁
じ
て
い
た
が
、
沿

海
航
路
で
漁
業
・
商
業
に
從
事
し
て
い
た
人
々
が
海
難
に
よ
り
異
國
に

漂
着
、
歸
國
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
尋
問
の
後
、
そ
の
生
國
に
歸
す

の
を
常
と
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
尋
問
の
際
の
記
錄
は
多
く
の
場
合

筆
寫
さ
れ
、
寫
本
と
し
て
ひ
そ
か
に
讀
み
繼
が
れ
て
い
た
の
で
あ
る（
９
）。

明
淸
變
革
の
際
の
中
國
へ
の
漂
着
の
記
錄
と
し
て
は
『
韃
靼
漂
流
記
』

が
現
存
し
て
い
る）

（1
（

。
本
書
は
寬
永
二
十
一
年
（
一
六
四
四
、
崇
禎
十
七

年
、
順
治
元
年
）
に
韃
靼
（
ロ
シ
ア
領
ポ
シ
ェ
ト
灣
付
近
）
に
漂
着
、
韃
靼

の
都
で
あ
る
盛
京
（
現
在
の
瀋
陽
）
か
ら
遷
都
直
後
の
北
京
へ
護
送
、

皇
帝
（
順
治
帝
）
の
謁
見
を
經
て
、
ソ
ウ
ル
、
釜
山
經
由
で
對
馬
に
歸

國
す
る
ま
で
の
經
過
を
口
述
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
入
關
直
後
の
淸
朝

統
治
の
實
態
を
率
直
に
述
べ
て
い
る
。
例
え
ば
韃
靼
の
人
々
に
つ
い
て

は
、「
主
と
下
人
と
の
作
法
、

と
子
の
如
く
に
見
へ
申
候
。
召
仕
候

者
を
い
た
は
り
候
事
、
子
の
ご
と
く
に
仕
候
。
又
主
を
お
も
ひ
候
事
、

の
ご
と
く
に
仕
候
ゆ
へ
、
上
下
共
に

し
く
見
へ
申
候
」（『
韃
靼
漂

流
記
』、
平
凡
社
、
二
七
頁
）
と
そ
の
結
束
の
堅
さ
を
述
べ
る
一
方
、
北

京
の
人
々
に
つ
い
て
は
、「
北
京
人
の
心
は
、
韃
靼
人
と
は
違
い
、
盜

人
も
御
座
候
、
僞
も
申
候
、
慈
悲
も
無
之
か
と
見
へ
申
候
。
去
な
が

ら
、
唯
今
は
韃
靼
の
王
、
北
京
へ
御
入
座
候
に
付
、
韃
靼
人
も
多
く
居

申
候
、
御
法
度
萬
事
韃
靼
の
如
く
に
仰
付
候
て
人
の
心
は
能
成
候
は
ん
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と
韃
靼
人
申
候
」（
同
上
、
三
〇
頁
）
と
評
す
る
な
ど
、
一
次
資
料
と
し

て
極
め
て
興
味
深
い
內
容
に
滿
ち
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
の
種
の
漂
流
記
は
刋
本
と
し
て
の
流
布
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
た

め
、
前
述
の
ご
と
く
寫
本
と
し
て
ご
く
一
部
の
人
の
目
に
止
ま
る
の
み

で
あ
り
、
一
般
の
中
國
觀
に
影
響
を
與
え
る
こ
と
は
無
か
っ
た）

（（
（

。

　

第
三
に
、
中
國
よ
り
の
亡
命
者
の
記
錄
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

彼
ら
の
う
ち
、
日
本
の
儒
者
に
最
も
多
く
の
影
響
を
與
え
た
の
は
朱
舜

水
（
萬
曆
二
十
八
年
、
一
六
〇
〇
～
康
煕
二
十
一
年
、
一
六
八
二
）
で
あ
る
。

週
知
の
ご
と
く
、
順
治
十
六
年
（
一
六
五
九
、
永
曆
十
三
年
）
に
鄭
成
功

軍
に
參
加
し
て
い
た
朱
舜
水
は
、
鄭
成
功
軍
の
長
江
流
域
で
の
作
戰
の

失
敗
後
、
日
本
に
移
住
し
、
同
時
代
の
中
國
の
政
治
、
文
化
な
ど
あ
ら

ゆ
る
方
面
で
の
權
威
者
と
し
て
、
多
く
の
著
述
を
殘
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
彼
が
、
明
淸
變
革
に
關
す
る
自
己
の
見
解
の
總
決
算
と
し
て
、
寬

文
元
年
（
一
六
六
一
、
永
曆
十
五
年
、
順
治
十
八
年
）
に
口
述
し
た
記
錄

が
、「
陽
九
述
略
」
で
あ
る）

（1
（

。
我
々
は
そ
こ
に
、
明
淸
變
革
を
文
字
通

り
實
地
に
お
い
て
體
驗
し
た
朱
舜
水
に
よ
る
生
々
し
い
記
錄
を
期
待
す

る
の
だ
が
、
實
際
に
讀
ん
で
み
る
と
、
そ
の
內
容
が
迂
遠
で
あ
る
こ
と

に
驚
か
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
そ
の
な
か
の
明
朝
が
淸
軍
に
敗
北
し
た
理

由
を
述
べ
て
い
る
「
致
虜
之
由
（
虜
を
致
す
の
由
）」
に
お
い
て
は
、
明

衰
亡
の
要
因
と
し
て
、「
明
朝
以
制
義
擧
士
。
初
時
功
令
犹
嚴
。
後
來

數
十
年
、
大
失
祖
宗
設
科
本
旨
（
明
朝
、
制
義
を
以
て
士
を
擧
ぐ
。
初
時

功
令
犹
ほ
嚴
な
り
。
後
來
數
十
年
、
大
い
に
祖
宗
、
科
を
設
く
る
の
本
旨
を
失

ふ
）」（『
朱
舜
水
集
』
一
頁
）
と
、
明
朝
開
始
以
來
の
科
擧
の
弊
害
に
よ

る
人
心
荒
廢
を
擧
げ
て
お
り
、
淸
軍
打
倒
の
祕
策
を
述
べ
た
「
滅
虜
之

策
（
虜
を
滅
す
の
策
）」
に
お
い
て
は
、
そ
の
冐
頭
に
お
い
て
「
滅
虜
之

策
、
不
在
他
奇
、
但
在
事
事
與
之
相
反
。
彼
以
殘
、
我
以
仁
。
彼
以

貪
、
我
以
義
。
解
其
倒
懸
、
便
已
登
之
袵
席
、
出
之
湯
火
、
斯
爲
沃
之

淸
涼
（
虜
を
滅
す
の
策
、
他
奇
に
在
ら
ず
、
但
だ
事
事
、
之
と
相
ひ
反
す
る
に

在
り
。
彼
、
殘
を
以
て
し
、
我
、
仁
を
以
て
す
。
彼
、
貪
を
以
て
し
、
我
、
義

を
以
て
す
。
其
の
倒
懸
を
解
け
ば
、
便
ち
已
に
之
を
袵
席
に
登
ら
せ
、
之
を
湯

火
よ
り
出
し
、
斯
れ
之
を
淸
涼
に
沃
す
と
爲
す
）」（
同
書
一
一
頁
）
と
、
ま

る
で
『
三
國
志
演
義
』
に
お
け
る
劉
備
の
臺
詞
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ

て
い
る
程
で
あ
り
、
明
淸
變
革
に
關
す
る
情
報
を
求
め
て
い
る
日
本
知

識
人
の
ニ
ー
ズ
に
必
ず
し
も
應
え
ら
れ
る
內
容
で
は
な
か
っ
た
。

　

續
い
て
第
四
に
擧
げ
ら
れ
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
和
蘭
風
說
書
」
で

あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
表
題
か
ら
も
判
る
よ
う
に
、
長
崎
出
島
に
駐
在
す

る
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
會
社
の
商
館
長
か
ら
幕
府
に
提
出
さ
れ
た
、
海

外
情
報
に
關
す
る
報
吿
書
で
あ
る）

（1
（

。
そ
こ
に
は
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド

會
社
の
知
る
得
る
限
り
に
お
け
る
世
界
各
地
の
情
報
が
盛
ら
れ
て
い
る

が
、
當
然
の
こ
と
な
が
ら
、
同
社
と
利
害
關
係
の
な
い
地
域
に
關
す
る
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情
報
は
絶
無
と
言
っ
て
よ
い
。
從
っ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
が
支
配
し
て
い
た

臺
灣
に
關
す
る
情
報
は
極
め
て
詳
細
な
も
の
だ
が
、
中
國
本
土
に
關
す

る
情
報
は
ご
く
斷
片
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
明
淸
變

革
に
關
す
る
有
用
な
情
報
と
し
て
は
、
鄭
成
功
に
よ
る
臺
灣
侵
攻
が
、

寬
文
元
年
（
一
六
六
一
）
お
よ
び
同
二
年
（
一
六
六
二
）
の
風
說
書
に
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
擧
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
オ
ラ
ン
ダ
側

か
ら
見
た
鄭
成
功
軍
の
ゼ
ー
ラ
ン
デ
ィ
ア
城
（
安
平
鎭
）
攻
略
ま
で
の

戰
況
が
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
詳
細
に
、
そ
し
て
か
な
り
の
惡
意
を

以
て
記
さ
れ
て
い
る
鄭
成
功
軍
の
活
動
は
、
幕
府
の
首
腦
部
に
も
相
應

の
イ
ン
パ
ク
ト
を
與
え
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
本
風
說
書
も
、
寫
本
の

み
に
よ
っ
て
流
通
し
て
い
た
こ
と
は
、『
韃
靼
漂
流
記
』
と
同
樣
で
あ

る
。

　

ま
た
、
現
在
の
沖
繩
縣
に
位
置
し
て
い
た
琉
球
王
朝
は
、
當
時
、
日

中
雙
方
と
外
交
關
係
を
有
し
、
活
發
な
交
易
を
行
っ
て
い
た
た
め
、
淸

朝
か
ら
の
公
文
書
や
貿
易
船
か
ら
の
情
報
な
ど
、
明
淸
變
革
に
關
す
る

多
く
の
情
報
を
幕
府
に
對
し
て
報
吿
し
て
い
る）

（1
（

。
そ
の
中
、
重
要
な
も

の
が
『
華
夷
變
態
』
に
收
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
朝
鮮
王
朝
か
ら
の
情

報
の
場
合
と
同
樣
で
あ
る
。

　

以
上
、
當
時
に
お
け
る
中
國
關
係
の
情
報
源
五
つ
を
擧
げ
て
き
た

が
、
そ
れ
ら
に
比
し
て
、
質
的
に
も
量
的
に
も
最
高
位
に
位
置
す
る
の

が
、『
華
夷
變
態
』
で
あ
る
。
同
書
は
、
前
述
の
「
和
蘭
風
說
書
」
と

同
樣
に
、
長
崎
に
入
港
し
た
中
國
船
の
乘
組
員
た
ち
か
ら
集
め
た
情
報

を
幕
府
に
報
吿
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
唐
船
風
說
書
」
の
う
ち
、
明
淸
變

革
期
の
も
の
を
林
鵞
峰
と
そ
の
子
林
鳳
岡
（
信
篤
、
正
保
元
年
［
一
六
四

四
］
～
享
保
十
七
年
［
一
七
三
二
］）
が
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
初
め
の

六
卷
、
延
寶
六
年
（
一
六
七
八
、
康
煕
十
七
年
）
ま
で
が
鵞
峰
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
中
國
か
ら
傳
え
ら
れ
る
錯
綜
し
た
情

報
と
、
鵞
峰
お
よ
び
そ
の
父
羅
山
が
參
加
し
た
會
議
と
に
つ
い
て
詳
細

に
記
さ
れ
て
お
り
、
明
淸
變
革
期
の
日
本
の
對
中
外
交
に
關
す
る
一
次

資
料
と
な
っ
て
い
る）

（1
（

。

　

以
下
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
『
華
夷
變
態
』
に
よ
り
つ

つ
、
幕
府
の
對
淸
外
交
と
、
林
羅
山
・
鵞
峰
父
子
と
の
關
わ
り
を
追
っ

て
い
き
た
い
。

　

同
書
卷
一
冐
頭
に
お
い
て
は
、
正
保
元
年
（
一
六
四
四
、
崇
禎
十
七

年
、
順
治
元
年
）
に
お
け
る
、
長
崎
の
唐
人
商
人
か
ら
の
報
吿
書
三
通
、

朝
鮮
王
朝
東
萊
府
よ
り
の
使
者
の
對
馬
に
お
け
る
談
話
一
通
が
記
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
點
に
お
い
て
幕
府
首
腦
が
李
自

成
の
亂
に
よ
る
崇
禎
帝
の
死
、
そ
の
後
の
吳
三
桂
の
淸
軍
に
對
す
る
降

伏
、
史
可
法
に
よ
る
福
王
の
擁
立
と
い
っ
た
同
年
に
お
け
る
諸
事
件
を

ほ
ぼ
正
確
に
把
握
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
次
に
記
さ
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れ
て
い
る
の
が
、
林
高
と
い
う
中
國
人
が
長
崎
に
持
參
し
た
、
隆
武
元

年
（
一
六
四
五
、
正
保
二
年
、
順
治
二
年
）
十
二
月
十
二
日
の
紀
年
を
有

す
る
鄭
芝
龍
の
配
下
の
武
將
と
思
わ
れ
る
崔
芝
か
ら
の
、
兵
三
千
、
甲

二
百
領
の
援
助
を
求
め
る
文
書
二
通
で
あ
る
。
そ
の
全
文
を
記
し
た

後
、
春
齋
（
鵞
峰
）
に
よ
る
、
正
保
二
年
十
二
月
の
紀
年
を
有
す
る
以

下
の
コ
メ
ン
ト
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

右
崔
芝
が
書
二
通
、
林
高
長
崎
へ
持
來
、
江
戶
へ
傳
逹
、
老
中
被
備

上
覽
、
春
齋
於
御
前
讀
之
、
其
後
松
平
伊
豆
守
、
依
上
意
、
井
伊
掃
部

頭
直
孝
宅
へ
行
向
ひ
、
春
齋
讀
之
、・
・
・（『
華
夷
變
態
』
卷
一
、
上
册

一
三
頁
）

　

な
お
、
崔
芝
の
書

を
羅
山
で
は
な
く
鵞
峰
が
讀
み
上
げ
て
い
る
の

は
、
こ
の
年
、
羅
山
が
病
氣
が
ち
だ
っ
た
た
め
で
あ
る）

（1
（

。
ま
た
、
暮
れ

も
押
し
迫
っ
た
十
二
月
三
十
日
に
な
っ
て
鵞
峰
が
法
眼
に
任
ぜ
ら
れ
て

い
る
の
は
、
こ
の
任
務
と
關
係
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
崔
芝
よ
り
の
援
兵
要
請
に
對
し
て
は
、
老
中
松
平
伊
豆
守
（
信

綱
）
よ
り
、
日
本
と
中
國
の
國
交
が
長
ら
く
途
絶
え
て
い
る
こ
と
を
理

由
に
斷
る
よ
う
に
と
の
指
示
が
翌
正
保
三
年
（
一
六
四
六
、
隆
武
二
年
、

順
治
三
年
）
正
月
十
二
日
に
出
た
が
、
そ
の
指
示
は
、「
右
上
意
之
趣
、

松
平
伊
豆
守
承
て
殿
中
に
て
春
齋
自
筆
に
書
之
、
後
右
筆
も
不
知
之
」

（『
華
夷
變
態
』
卷
一
、
上
册
一
四
頁
）
と
い
う
、
幕
府
の
書
記
す
ら
も
知

ら
な
い
と
い
う
最
高
⺇
密
で
あ
り
、
鵞
峰
が
事
實
上
の
幕
府
の
外
交
顧

問
で
あ
っ
た
こ
と
を
如
實
に
物
語
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う）

（1
（

。

　　

さ
て
、
右
の
判
斷
が
下
さ
れ
て
す
ぐ
の
正
保
三
年
秋
に
、
今
度
は
鄭

芝
龍
自
身
に
よ
る
、
隆
武
二
年
八
月
十
三
日
付
の
援
兵
要
請
の
書

が

長
崎
に
屆
け
ら
れ
、
同
年
十
月
に
江
戶
に
そ
の
情
報
が
傳
え
ら
れ
た）

（1
（

。

こ
の
件
に
關
し
て
は
、
鄭
芝
龍
の
書

お
よ
び
進
物
の
實
物
は
殘
っ
て

い
な
い
も
の
の
、
羅
山
の
記
憶
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
お
り
、
鵞
峰
に
よ

る
そ
の
前
文
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

　

老
中
其
趣
を
言
上
す
、
先
考
於
御
前
讀
進
す
、
數
日
評
議
あ
り
、
尾

張
紀
伊
の
兩
大
納
言
も
登
城
、
右
之
書

春
齋
こ
れ
を
讀
む
、
阿
部
對

馬
守
番
た
る
に
依
て
、
右
の
書

ど
も
を
預
り
、
每
日
出
納
し
、
每
度

自
ら
封
し
て
漫
に
他
見
を
許
さ
ず
、
故
に
寫
す
こ
と
あ
た
は
ず
、
然
れ

ど
も
每
日
評
議
の
席
に
侍
る
ゆ
へ
、
其
大
槪
の
趣
を
先
考
自
筆
に
こ
れ

を
書
す
こ
と
如
左
、（『
華
夷
變
態
』
卷
一
、
上
册
一
七
頁
）

　

こ
の
文
中
に
「
先
考
（
羅
山
）
於
御
前
讀
進
す
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
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鵞
峰
の
み
な
ら
ず
そ
の
父
羅
山
も
、
將
軍
、
老
中
、

藩
の
參
加
す

る
、こ
の
極
め
て
祕
密
度
の
高
い
會
議
に
參
加
し
て
い
た
こ
と
が
判
る
。

　

今
囘
の
援
助
の
要
請
に
對
す
る
幕
府
の
態
度
が
、
前
囘
の
崔
芝
か
ら

の
要
請
の
際
に
比
し
て
愼
重
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、『
華
夷
變
態
』

に
、「
勘
文
」
と
し
て
、
魏
明
帝
か
ら
萬
曆
四
十
七
年
（
一
六
一
九
、
元

和
五
年
）
に
至
る
、
中
國
よ
り
日
本
に
宛
て
ら
れ
た
、
九
通
の
書

が

擧
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
後
に
、「
右
之
勘
文
、
正
保
三
年
十
月
十
六

日
、
依
上
意
獻
之
」（『
華
夷
變
態
』
卷
一
、
上
册
二
二
頁
）
と
あ
る
こ
と

か
ら
も
判
る
が
、
こ
の
「
勘
文
」
は
、「
編
著
書
目）

（1
（

」
に
、「
日
本
大
唐

徃
來　

一
卷
。
正
保
年
中
、
大
明
福
州
鄭
芝
龍
、
與
韃
虜
戰
而
獻
書
、

請
援
兵
於
本
邦
時
、
應
敎
而
獻
之
（
日
本
大
唐
徃
來　

一
卷
。
正
保
年
中
、

大
明
福
州
の
鄭
芝
龍
、
韃
虜
と
戰
ひ
て
書
を
獻
じ
、
援
兵
を
本
邦
に
請
ふ
時
、

敎
に
應
じ
て
之
を
獻
ず
）」
と
記
錄
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
羅
山
の
手
に

な
る
も
の
な
の
で
あ
る）

11
（

。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
愼
重
な
準
備
の
上
で
、
十
月
十
日
に
御
茶
室
、

同
月
十
六
日
に
將
軍
御
座
所
で
の
會
議
が
開
か
れ
て
い
る）

1（
（

。
こ
の
日
程

か
ら
見
て
も
、
上
記
の
「
勘
文
」
は
、
こ
の
十
六
日
の
會
議
の
際
に
將

軍
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
會
議
の
う
ち
、

羅
山
の
參
加
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
御
茶
室
に
お
け
る
十
日
の
會

議
で
あ
る）

11
（

。
こ
れ
ら
の
會
議
に
お
い
て
は
、『
德
川
實
紀
』
に
「
芝
龍

が
援
兵
を
請
ひ
奉
り
し
時
。
三
家
（
德
川
御
三
家
）
に
議
を
下
さ
れ
た

る
に
。
尾
紀
水
三
卿
と
も
に
人
數
を
引
具
し
。
出
勢
し
給
は
ん
こ
と
を

こ
は
れ
し
と
い
ふ
」（『
德
川
實
紀
』
第
三
篇
、
四
六
〇
頁
）
と
あ
り）

11
（

、
鵞

峰
の
次
男
で
あ
る
林
鳳
岡
も
『
寬
永
小
說）

11
（

』
に
お
い
て
活
寫
し
て
い
る

よ
う
に
、
鄭
芝
龍
へ
の
援
助
を
主
張
す
る
意
見
も
出
さ
れ
た
よ
う
で
あ

る
が
、
結
局
は
拒
否
に
決
定
し
、
そ
の
た
め
の
長
崎
へ
の
使
者
を
決
定

し
た
と
こ
ろ
で
、
長
崎
か
ら
以
下
の
知
ら
せ
が
屆
い
た
（『
華
夷
變
態
』

卷
一
、
上
册
二
四
頁
）。

　

同
十
月
十
七
日
長
崎
ヨ
リ
十
月
四
日
ノ
書
狀
到
來
、
其
趣
ハ
八
月
下

旬
韃
靼
人
閩
中
ヘ
攻
カ
ケ
山
賀
關
ヲ
攻
破
ル
、
大
明
人
不
乁
戰
而
迎
降

ル
、
韃
靼
人
延
平
ヘ
攻
入
ル
、
唐
王
出
奔
江
西
之
甘
中
、
其
后
ハ
自
殺

ス
、
或
曰
爲
韃
被
捕
、
八
月
廿
八
日
鄭
芝
龍
福
州
ヲ
避
テ
、
舟
ニ
乘

テ
、
福
州
ヨ
リ
三
里
サ
カ
リ
、
海
上
ニ
ア
リ
、
王
孫
文
武
官
幷
芝
龍
ガ

妻
子
、
皆
乘
舟
奔
泉
州
、
陸
路
ニ
ハ
一
揆
起
テ
濫
妨
ス
ル
ユ
ヘ
、
福
州

ノ
落
人
皆
舟
ニ
乘
テ
逃
去
、
官
人
ハ
不
乁
申
富
民
マ
デ
モ
皆
福
州
ヲ
逃

出
ヅ
、
貧
民
バ
カ
リ
福
州
ニ
殘
リ
留
ル
、
韃
人
未
入
福
州
、
而
延
平
ヨ

リ
九
月
二
日
三
使
ヲ
以
テ
芝
龍
方
ヘ
遣
シ
、
髮
ヲ
ソ
リ
降
參
セ
バ
、
福

建
廣
東
江
西
三
省
ヲ
芝
龍
ニ
ア
タ
ヘ
王
ト
ス
ベ
シ
、
云
云
、
芝
龍
返
事

ニ
髮
ヲ
ソ
ラ
ズ
、
我
マ
ゝ
ニ
テ
ソ
ノ
マ
マ
ヲ
キ
、
三
省
ヲ
領
セ
シ
メ
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バ
、
降
人
ト
ナ
リ
テ
、
納
貢
ス
ベ
シ
ト
、
云
云
、
三
使
其
通
ヲ
韃
酋
ヘ

吿
ベ
シ
ト
テ
、
延
平
ヘ
カ
ヘ
ル
ト
、
云
云
、

　

こ
の
知
ら
せ
は
鄭
芝
龍
、
お
よ
び
南
明
政
權
に
と
っ
て
致
命
的
な
も

の
で
あ
り
、
長
崎
へ
の
使
者
の
派
遣
す
ら
も
取
り
や
め
と
な
り
、
鄭
芝

龍
が
主
導
し
た
、
二
囘
に
わ
た
る
援
助
要
請
に
ま
つ
わ
る
騷
動
は
完
全

に
終
幕
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
二
囘
の
援
助
要
請
を
巡
る
幕
府
の
對
應
に
、
林
羅
山
・
鵞
峰

父
子
が
大
き
く
關
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
、
以
上
の
經
緯
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
記
さ
れ
た
の
が
、
本
稿
冐
頭
で
擧

げ
た
、
羅
山
の
「
過
明
論
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
福
州
方
面
の
戰
況
が

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
こ
の
論
が
記
さ
れ
た
の
が
同
年
十
月

十
七
日
以
降
で
あ
っ
た
事
は
閒
違
い
が
な
い
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た

上
で
、
以
下
に
お
い
て
「
過
明
論
」
の
內
容
の
槪
要
を
見
て
い
く
こ
と

と
し
た
い
。

　
「
過
明
論
」
で
は
、
そ
の
冐
頭
に
お
い
て
、「
古
曰
獯
鬻
、
黃
帝
之
所

逐
也
。
蓋
今
之
韃
靼
也
。
其
投
化
而
久
者
曰
熟
韃
靼
。
其
新
到
者
曰
生

韃
靼
（
古
に
獯
鬻
と
曰
ふ
、
黃
帝
の
逐
ふ
所
な
り
。
蓋
し
今
の
韃
靼
な
り
。
其

の
化
に
投
じ
て
久
し
き
者
を
熟
韃
靼
と
曰
ふ
。
其
の
新
た
に
到
る
者
を
生
韃
靼

と
曰
ふ
）」
と
、
黃
帝
以
來
の
韃
靼
の
歷
史
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し

て
そ
れ
に
對
す
る
中
國
側
の
取
る
べ
き
對
應
と
し
て
は
、「
當
其
寇
掠

之
時
乃
驅
逐
之
、
而
去
者
不
追
。
故
詩
云
、
薄
伐
玁
狁
、
至
于
太
原
。

其
不
務
外
、
不
拓
遠
、
唯
能
守
中
而
不
失
禹
服
、
亦
可
也
。
萬
乘
之

多
、
五
等
之
列
、
九
州
之
廣
、
何
外
求
哉
。
中
國
之
爲
中
國
也
、
亦
可

也
（
其
の
寇
掠
の
時
に
當
り
て
乃
ち
之
を
驅
り
逐
ひ
て
、
去
る
者
は
追
は
ず
。

故
に
詩
に
云
ふ
、
薄
に
玁
狁
［
け
ん
い
ん
］
を
伐
ち
、
太
原
に
至
る
、
と
。
其

れ
外
に
務
め
ず
、
遠
き
を
拓
か
ず
、
唯
だ
能
く
中
を
守
り
て
禹
服
を
失
は
ざ
れ

ば
、
亦
た
可
な
り
。
萬
乘
の
多
き
、
五
等
の
列
、
九
州
の
廣
き
、
何
ぞ
外
に
求

め
ん
や
。
中
國
の
中
國
爲
れ
ば
、
亦
た
可
な
り
）」
と
、
中
國
の
領
域
か
ら

追
い
拂
え
ば
充
分
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
明
代
に
至
る
漢
族

と
少
數
民
族
と
の
抗
爭
の
歷
史
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
宋
代
に
お
け

る
文
天
祥
・
陸
秀
夫
・
張
世
傑
・
謝
枋
得
の
活
躍
は
、「
豈
翅
忠
臣
義

人
之
志
而
已
哉
。
週
程
張
朱
衟
學
遺
風
之
所
廣
覃
也
（
豈
に
翅
に
忠
臣
義

人
の
志
の
み
な
ら
ん
や
。
週
程
張
朱
、
衟
學
の
遺
風
の
廣
く
覃
［
の
］
ぶ
る
所

な
り
）」
と
、
衟
學
の
遺
風
に
據
る
も
の
と
し
て
い
る
。

　

一
方
、
明
代
一
般
の
風
氣
に
つ
い
て
「
吾
偶
見
大
明
中
世
以
降
文
武

官
人
所
著
書
、
乃
稱
今
上
德
行
政
事
與
堯
舜
何
異
哉
、
漢
祖
唐
宗
不
足

比
焉
、
稱
執
事
者
與
伊
傳
週
召
何
異
哉
、
蕭
曹
房
杜
不
堪
言
焉
。
豈
非

孟
浪
乎
。
至
如
稱
學
術
與
孔
顏
同
此
意
、
濂
溪
明
衟
唯
秀
才
而
已
、
其

餘
視
之
直
下
、
豈
非
妄
誇
乎
（
吾
れ
偶
ゝ
大
明
中
世
よ
り
以
降
の
文
武
官
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人
の
著
す
所
の
書
を
見
る
に
、
乃
ち
今
上
の
德
行
政
事
、
堯
舜
と
何
ぞ
異
な
ら

ん
や
、
漢
祖
唐
宗
も
比
す
る
に
足
ら
ず
、
と
稱
し
、
執
事
の
者
、
伊
傳
週
召
と

何
ぞ
異
な
ら
ん
や
、
蕭
曹
房
杜
も
言
ふ
に
堪
へ
ず
、
と
稱
す
。
豈
に
孟
浪
に
非

ず
や
。
學
術
は
孔
顏
と
此
の
意
を
同
じ
く
し
、
濂
溪
明
衟
も
唯
だ
秀
才
な
る
の

み
、
其
の
餘
、
之
を
視
る
こ
と
直
下
す
、
と
稱
す
る
が
如
き
に
至
り
て
は
、
豈

に
妄
誇
に
非
ず
や
）」
と
述
べ
た
後
、「
況
天
啓
崇
禎
二
十
餘
歲
之
際
、
君

暗
而
貪
、
臣
曲
而
僞
、
璫
嬖
用
事
、
內
外
壅
滯
、
賄
賂
公
行
、
風
俗
頹

敗
、
學
術
雜
亂
、
異
同
萬
端
。
黎
民
奈
何
可
堪
哉
（
況
や
天
啓
崇
禎
二
十

餘
歲
之
際
、
君
暗
く
し
て
貪
り
、
臣
曲
り
て
僞
り
、
璫
嬖
［
た
う
へ
い
］
事
を

用
ひ
、
內
外
壅
滯
し
、
賄
賂
公
に
行
は
れ
、
風
俗
頹
敗
し
、
學
術
雜
亂
し
、
異

同
萬
端
す
。
黎
民
奈
何
ぞ
堪
ふ
べ
け
ん
や
）」
と
、
明
の
滅
亡
の
際
の
哀
れ

な
狀
況
に
觸
れ
て
、
そ
の
風
氣
の
退
廢
を
激
し
く
非
難
し
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
彼
が
註
目
す
べ
き
人
物
と
し
て
言
乁
し
て
い
る
の

は
、
吳
三
桂
・
史
可
法
・
鄭
芝
龍
お
よ
び
芝
龍
の
弟
で
あ
る
鄭
鴻
逵
の

四
人
で
あ
る
。
彼
ら
に
關
す
る
言
乁
の
中
に
は
、「
獨
吳
三
桂
急
徃
韃

靼
、
頻
乞
援
兵
十
萬
而
來
擊
。
會
闖
賊
焚
燕
京
、
大
虜
掠
而
西
。
三
桂

因
發
兵
、
逐
之
走
之
。
賊
雖
相
戰
不
得
利
、
乃
弃
所
掠
之
女
子
財
寶
大

半
而
去
。
三
桂
追
擊
不
歸
。
於
是
韃
靼
人
乘
隙
取
燕
京
、
如
入
無
人
之

地
（
獨
り
吳
三
桂
、
急
ぎ
韃
靼
に
徃
き
、
頻
り
に
援
兵
十
萬
を
乞
ひ
て
來
り
擊

つ
。
會
ゝ
闖
賊
、
燕
京
を
焚
き
、
大
い
に
虜
掠
し
て
西
す
。
三
桂
、
因
り
て
兵

を
發
し
、
之
を
逐
ひ
之
を
走
ら
す
。
賊
、
相
ひ
戰
ふ
と
雖
も
利
を
得
ず
、
乃
ち

掠
す
る
所
の
女
子
財
寶
の
大
半
を
弃
て
て
去
る
。
三
桂
、
追
擊
し
て
歸
ら
ず
。

是
に
於
て
韃
靼
人
、
隙
に
乘
じ
て
燕
京
を
取
る
こ
と
、
人
無
き
の
地
に
入
る
が

如
し
）」
と
吳
三
桂
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
よ
う
な
若
干
の
過
ち
は
あ

る
も
の
の
、
史
可
法
の
死
を
含
め
て
ほ
ぼ
正
確
に
把
握
し
て
い
る
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
明
末
の
戰
亂
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、
羅
山
は
「
風
聞
丙

戌
季
秋
之
末
、
韃
人
入
延
平
、
而
福
京
亦
亂
敗
。
不
知
果
如
何
也
（
風

聞
す
、
丙
戌
季
秋
の
末
、
韃
人
、
延
平
に
入
り
て
、
福
京
も
亦
た
亂
れ
敗
る
、

と
。
知
ら
ず
、
果
し
て
如
何
）」
と
福
州
方
面
に
お
け
る
最
新
の
戰
況
に

觸
れ
、「
三
桂
之
誘
韃
人
、
犹
如
唐
之
借
囘
鶻
乎
。
韃
之
入
燕
京
、
暴

於
囘
鶻
爲
唐
患
乎
。
然
則
三
桂
之
功
與
罪
、
必
有
辯
也
。
可
法
之
顚

末
、
雖
未
詳
知
、
然
身
旣
死
則
無
異
論
歟
。
宜
哉
、
天
祥
秀
夫
輩
、
雖

死
如
生
。
是
宋
儒
學
問
之
餘
力
歟
（
三
桂
の
韃
人
を
誘
ふ
は
、
犹
ほ
唐
の

囘
鶻
を
借
る
が
如
き
か
。
韃
の
燕
京
に
入
る
や
、
囘
鶻
が
唐
の
患
ひ
を
爲
す
よ

り
暴
な
る
か
。
然
ら
ば
則
ち
三
桂
の
功
と
罪
と
は
、
必
ず
辯
有
る
な
り
。
可
法

の
顚
末
は
、
未
だ
詳
か
に
知
ら
ず
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
身
、
旣
に
死
す
れ
ば
則

ち
異
論
無
き
か
。
宜
な
る
か
な
、
天
祥
秀
夫
が
輩
、
死
す
と
雖
も
生
く
る
が
如

し
。
是
れ
宋
儒
の
學
問
の
餘
力
か
）」
と
、
吳
三
桂
等
と
宋
代
の
人
物
と
の

比
較
を
行
い
、「
今
之
韃
酋
不
可
抗
阿
保
⺇
阿
骨
打
鐵
木
眞
忽
必
烈
之
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氣
勢
。
趙
宋
拒
之
掃
之
一
百
數
十
年
、
久
保
宗
社
。
孰
與
大
明
纔
二
三

年
閒
悉
殱
哉
。
明
人
之
詈
宋
人
者
可
以
螫
口
（
今
の
韃
酋
、
阿
保
⺇
阿
骨

打
鐵
木
眞
忽
必
烈
の
氣
勢
に
抗
す
る
べ
か
ら
ず
。
趙
宋
之
を
拒
ぎ
之
を
掃
ふ
こ

と
一
百
數
十
年
、
久
し
く
宗
社
を
保
つ
。
大
明
、
纔
か
に
二
三
年
の
閒
に
悉
く

殱
［
ほ
ろ
］
ぶ
る
に
孰
與
［
い
づ
れ
］
ぞ
や
。
明
人
の
宋
人
を
詈
る
者
、
以
て

口
を
螫
［
さ
］
す
べ
し
）」
と
、
再
び
宋
代
と
の
比
較
に
お
い
て
明
人
を

激
し
く
非
難
し
て
い
る
。
そ
の
後
彼
は
、
女
眞
人
の
立
場
か
ら
の
、
夷

狄
と
中
華
の
區
別
は
絶
對
的
な
も
の
で
は
な
い
と
の
辨
明
に
對
し
、「
不

然
。
今
見
其
人
物
風
俗
、
則
中
國
與
江
南
古
人
禮
儀
法
制
政
事
文
章
有

犹
在
。
與
北
虜
羶
腥
之
卑
而
不
知
禮
儀
、
去
禽
獸
不
遠
者
、
霄
壤
懸
隔

（
然
ら
ず
。
今
、
其
の
人
物
風
俗
を
見
れ
ば
、
則
ち
中
國
と
江
南
と
は
古
人
の

禮
儀
法
制
政
事
文
章
、
犹
ほ
在
る
こ
と
有
り
。
北
虜
羶
腥
の
卑
し
く
し
て
禮
儀

を
知
ら
ず
、
禽
獸
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ざ
る
者
と
、
霄
壤
［
せ
う
じ
や
う
］
の

懸
隔
な
り
）」
と
、
華
夷
の
別
が
嚴
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
主

張
し
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
彼
は
今
後
の
見
通
し
に
つ
い
て
、「
福
王
之
所
終
、
李
氏

張
氏
之
亂
賊
興
亡
、
未
能
知
、
則
復
不
得
云
如
之
何
耳
（
福
王
の
終
る

所
、
李
氏
張
氏
の
亂
賊
の
興
亡
、
未
だ
知
る
こ
と
能
は
ざ
れ
ば
、
則
ち
復
た
之

を
如
何
と
云
ふ
を
得
ざ
る
の
み
）」
と
、
な
お
前
途
が
不
明
で
あ
る
こ
と
を

述
べ
、
モ
ン
ゴ
ル
以
外
の
夷
狄
に
よ
る
中
國
支
配
は
短
期
閒
で
終
わ
っ

た
こ
と
を
述
べ
る
が
、
一
方
で
淸
朝
皇
帝
に
つ
い
て
は
、「
今
之
韃
酋

所
爲
、
善
惡
未
可
知
也
（
今
の
韃
酋
の
爲
す
所
、
善
惡
未
だ
知
る
べ
か
ら
ざ

る
な
り
）」
と
そ
の
善
惡
に
つ
い
て
述
べ
る
の
を
避
け
て
い
る
。
そ
し
て

最
後
に
長
崎
へ
の
南
蠻
船
の
渡
來
へ
と
話
を
移
し
、「
就
想
蠻
舶
之
徃

還
於
我
者
犹
有
在
。
何
其
與
中
國
不
能
相
通
、
而
使
蠢
爾
虵
種
涉
我
域

乎
（
就
て
想
ふ
、
蠻
舶
の
我
に
徃
還
す
る
者
、
犹
ほ
在
る
こ
と
有
り
。
何
ぞ
其

の
中
國
と
相
ひ
通
ず
る
こ
と
能
は
ず
し
て
、
蠢
爾
の
虵
種
を
し
て
我
が
域
に
涉

ら
し
む
る
や
）」
と
、
問
題
提
起
を
行
う
。
し
か
し
こ
こ
で
も
彼
は
、
今

後
の
對
應
に
つ
い
て
は
「
不
在
其
位
、
不
謀
其
政
。
則
國
家
者
非
散
焉

者
之
所
議
也
（
其
の
位
に
在
ら
ざ
れ
ば
、
其
の
政
を
謀
ら
ず
。
則
ち
國
家
は

散
焉
者
の
議
す
る
所
に
非
ざ
る
な
り
）」
と
、
自
己
は
當
局
者
で
な
い
の
で

語
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
逃
げ
た
後
、「
狄
與
蠻
雖
爲
異
方
、
然
其
獸

心
之
所
向
、
何
異
哉
。
戒
之
愼
之
。
奈
何
奈
何
（
狄
と
蠻
と
異
方
爲
り
と

雖
も
、
然
れ
ど
も
其
の
獸
心
の
向
ふ
所
、
何
ぞ
異
な
ら
ん
や
。
之
を
戒
め
之
を

愼
め
。
奈
何
、
奈
何
）」
と
し
て
全
文
の
結
び
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
文
章
に
お
い
て
は
、
羅
山
の
特
色
で
あ
る
愽
識
が
全
文
に
溢
れ

て
お
り
、
中
國
の
歷
史
を
中
華
と
夷
狄
の
抗
爭
の
歷
史
と
す
る
彼
の
史

觀
も
實
に
明
快
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
韃
靼
人
に
つ
い
て
も
、

「
去
禽
獸
不
遠
者
（
禽
獸
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ざ
る
者
）」
と
ま
で
斷
言
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
、
そ
の
末
尾
に
お
い
て
、「
今
之
韃
酋
所
爲
、
善
惡
未
可

知
也
（
今
の
韃
酋
の
爲
す
所
、
善
惡
未
だ
知
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
）」
と
、
淸

朝
の
皇
帝
に
つ
い
て
善
惡
の
判
斷
を
述
べ
る
の
を
囘
避
し
、
南
蠻
船
へ

の
對
處
に
つ
い
て
も
、「
不
在
其
位
、
不
謀
其
政
。
則
國
家
者
非
散
焉

者
之
所
議
也
（
其
の
位
に
在
ら
ざ
れ
ば
、
其
の
政
を
謀
ら
ず
。
則
ち
國
家
は

散
焉
者
の
議
す
る
所
に
非
ざ
る
な
り
）」
と
口
を
濁
し
て
い
る
の
は
何
故
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
が
「
國
家
者
非
散
焉
者
之
所
議
也
（
國
家
は
散
焉

者
の
議
す
る
所
に
非
ざ
る
な
り
）」
と
、
當
局
者
で
な
い
と
逃
げ
て
い
る
の

は
、
上
述
の
ご
と
く
、
彼
が
將
軍
乁
び
老
中
の
參
加
す
る
、
外
交
に
關

す
る
祕
密
會
議
に
出
席
し
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
我
々
か
ら
す
れ
ば
、

明
ら
か
な
虛
言
な
の
で
あ
る
。

　

結
論
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
彼
が
、
彼
自
身
の
華
夷
の
辯
に
關
す
る
理

論
か
ら
す
れ
ば
明
白
な
結
論
か
ら
逃
げ
て
い
る
の
は
、
彼
が
「
散
焉

者
」
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
彼
が
「
其
の
位
に
在
」
っ
た
れ

ば
こ
そ
で
あ
っ
た
。
南
明
軍
か
ら
の
乞
師
に
對
す
る
幕
閣
の
見
解
は
、

必
ず
し
も
統
一
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
前
述
の
ご
と
く
、
出
兵
を
主

張
す
る
意
見
が
幕
府
の
最
上
部
に
お
い
て
も
根
强
く
存
在
し
て
い
た
こ

と
は
、
羅
山
の
孫
で
あ
る
鳳
岡
さ
え
も
が
記
錄
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
微
妙
な
問
題
に
お
い
て
自
己
の
見
解
を
聲
高
に
主
張
す
る

こ
と
は
、
羅
山
に
と
っ
て
は
、
そ
の
リ
ス
ク
が
あ
ま
り
に
も
大
き
す
ぎ

る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
二
度
に
わ
た
る
、
南
明
側
か
ら
の
乞
師
の
要
請
の
後
、

德
川
幕
府
と
淸
朝
と
の
閒
に
お
い
て
は
、
公
式
の
外
交
關
係
こ
そ
無
い

も
の
の
、
長
崎
を
據
點
と
す
る
貿
易
が
繼
續
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
三
藩
の
亂
（
康
煕
十
二
年
［
一
六
七
三
］
～
康
煕
二
十
年
［
一
六
八

一
］）
に
よ
っ
て
、
事
態
は
再
び
緊
迫
し
た
局
面
を
迎
え
る
こ
と
と
な

っ
た
。『
華
夷
變
態
』
卷
二
に
よ
れ
ば
、
延
寶
二
年
（
一
六
七
四
、
康
煕

十
三
年
、
永
曆
二
十
八
年
）
六
月
三
日
に
長
崎
奉
行
よ
り
、
吳
三
桂
お
よ

び
鄭
經
に
よ
る
檄
文
、
そ
の
和
譯
、
そ
し
て
福
州
船
よ
り
の
風
說
書
の

計
五
通
が
江
戶
の
老
中
、
久
世
廣
之
に
屆
け
ら
れ
、
そ
れ
が
同
月
六
日

に
江
戶
城
へ
と
轉
送
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
中
、
鄭
經
の
檄
文
の
日

付
は
永
曆
二
十
八
年
四
月
一
日
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
發
布
か
ら
わ
ず
か

二
ヶ
月
で
江
戶
ま
で
屆
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

本
論
の
冐
頭
に
お
い
て
擧
げ
た
、
林
鵞
峰
に
よ
る
「
華
夷
變
態
序
」

（『
華
夷
變
態
』
卷
一
）
の
日
付
は
六
月
八
日
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
考
え

る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
お
け
る
鵞
峰
の
高
揚
し
た
氣
持
ち
が
理
解
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
彼
は
當
時
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
、
こ
の
大
ニ
ュ
ー
ス
の

第
一
報
が
江
戶
に
屆
い
た
、
わ
ず
か
二
日
後
に
こ
の
文
を
記
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
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こ
の
文
は
、
そ
の
冐
頭
に
お
い
て
、「
崇
禎
登
天
、
弘
光
陷
虜
、
唐

魯
纔
保
南
隅
、
而
韃
虜
橫
行
中
原
。
是
華
變
於
夷
之
態
也
（
崇
禎
、
天

に
登
り
、
弘
光
陷
虜
に
陷
り
、
唐
魯
、
纔
か
に
南
隅
を
保
ち
て
、
韃
虜
、
中

原
に
橫
行
す
。
是
れ
華
、
夷
に
變
じ
る
の
態
な
り
）」
と
、
現
在
の
中
國
が

「
夷
」
へ
と
變
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
。
そ
の
後
三
十
年
、羅
山
、

そ
し
て
鵞
峰
は
中
國
か
ら
傳
え
ら
れ
る
情
報
の
す
べ
て
に
關
わ
っ
て
き

た
（
羅
山
は
明
曆
三
年
［
一
六
五
七
］
に
沒
し
て
い
る
）。「
按
朱
氏
失
鹿
、

當
我
正
保
年
中
。
爾
來
三
十
年
所
、
福
漳
商
舩
來
徃
長
㟢
、
所
傳
說
有

逹
江
府
者
。
其
中
聞
於
公
、
件
件
讀
進
之
、
和
解
之
。
吾
家
無
不
與
之

（
按
ず
る
に
朱
氏
、
鹿
を
失
ふ
こ
と
、
我
が
正
保
年
中
に
當
る
。
爾
來
三
十
年

所
［
ば
か
り
］、
福
漳
の
商
舩
、
長
㟢
に
來
徃
し
て
、
傳
說
す
る
所
、
江
府
に

逹
す
る
者
有
り
。
其
の
中
、
公
に
聞
す
る
は
、
件
件
、
之
を
讀
進
し
、
之
を
和

解
す
。
吾
が
家
、
之
に
與
ら
ざ
る
無
し
）」。
こ
れ
ら
の
文
書
の
亡
失
を
恐

れ
、
鵞
峰
は
そ
れ
を
册
子
に
ま
と
め
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。「
其

草
案
留
在
反
古
堆
。
恐
其
亡
失
、
故
敘
其
次
第
、
錄
爲
册
子
、
號
華
夷

變
態
（
其
の
草
案
、
留
り
て
反
古
の
堆
に
在
り
。
其
の
亡
失
を
恐
れ
、
故
に
其

の
次
第
を
敘
し
て
、
錄
し
て
册
子
と
爲
し
、
華
夷
變
態
と
號
す
）」。
そ
し
て

最
後
に
、
吳
三
桂
等
の
蜂
起
の
知
ら
せ
を
受
け
て
、
彼
は
そ
の
本
心
を

明
ら
か
に
す
る
。「
頃
閒
吳
鄭
檄
各
省
、
有
恢
復
之
舉
。
其
勝
敗
不
可

知
焉
。
若
夫
有
爲
夷
變
於
華
之
態
、
則
縱
異
方
域
、
不
亦
快
乎
（
頃
閒

［
け
い
か
ん
］、
吳
鄭
、
各
省
に
檄
し
、
恢
復
の
擧
有
り
。
其
の
勝
敗
、
知
る
べ

か
ら
ず
。
若
し
夫
れ
夷
、
華
に
變
ず
る
の
態
を
爲
す
こ
と
有
る
と
き
は
、
則
ち

縱
ひ
方
域
を
異
に
す
と
も
、
亦
た
快
な
ら
ず
や
）」。
彼
は
羅
山
と
は
異
な

り
、
自
己
が
吳
三
桂
の
側
に
心
情
的
に
荷
擔
し
て
い
る
こ
と
を
明
確
に

宣
言
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、「『
夷
狄
が
中
華
の
態
を
變
え
る
の
は
愉

快
だ
』
と
言
い
放
っ
て
、
儒
の
本
家
中
國
に
頭
の
上
が
ら
ぬ
儒
者
の
無

邪
氣
さ
が
現
れ
て
い
て
面
白
い
」（
前
記
川
勝
氏
）
と
言
わ
れ
る
よ
う
な

意
味
に
お
け
る
「
無
邪
氣
さ
」
な
ど
は
か
け
ら
も
存
在
し
て
は
い
な
い

の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
こ
の
高
揚
し
た
氣
持
ち
は
長
續
き
は
し
な
か

っ
た
。
延
寶
六
年
（
一
六
七
八
、
康
煕
十
七
年
、
昭
武
元
年
）
七
月
、
彼

は
吳
三
桂
が
帝
位
に
就
い
た
と
い
う
衝
擊
的
な
報
せ
を
受
け
取
っ
た
の

で
あ
る
。
七
月
三
十
日
、
彼
は
そ
の
感
慨
を
口
述
筆
記
さ
せ
た
。
題
を

「
吳
鄭
論
」
と
い
う
（『
鵞
峰
先
生
林
學
士
文
集
』
卷
四
十
八
）。

　
「
吳
鄭
論
」
の
冐
頭
を
、
彼
は
以
下
の
よ
う
な
文
で
始
め
る
。「
韃
虜

掠
華
殆
四
十
年
。
正
史
未
見
則
不
詳
眞
僞
（
韃
虜
、
華
を
掠
む
る
こ
と
殆

ど
四
十
年
。
正
史
、
未
だ
見
［
あ
ら
は
］
れ
ざ
れ
ば
則
ち
眞
僞
を
詳
ら
か
に
せ

ず
）」。
續
い
て
、
崇
禎
末
年
以
來
の
戰
亂
を
自
己
の
知
る
範
圍
で
述
べ

る
が
、
そ
の
際
中
心
と
な
る
人
物
の
う
ち
、
吳
三
桂
、
史
可
法
、
鄭
芝

龍
ま
で
は
羅
山
の
「
過
明
論
」
と
ほ
ぼ
同
樣
で
あ
る
が
、
鵞
峰
の
こ
の
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文
に
お
い
て
、
そ
の
後
の
鄭
成
功
、
さ
ら
に
そ
の
子
鄭
經
の
活
躍
に
大

き
く
紙
幅
を
割
い
て
い
る
の
は
、
そ
の
後
の
時
閒
の
經
過
に
よ
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
後
三
十
年
、
吳
三
桂
の
消
息
を
聞
く
こ
と
は
な
く
、
す
で
に
亡

く
な
っ
て
い
る
か
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、「
延
寶
甲
寅
之
夏
、
長
崎

司
逹
吳
三
桂
鄭
錦
舍
檄
文
、
是
福
州
商
舶
傳
寫
而
載
來
也
。・
・
・
由

是
初
知
三
桂
犹
存
、
以
待
時
運
之
至
也
。
若
事
遂
功
成
、
則
雖
夏
靡
之

擧
不
爲
過
乎
。
縱
事
不
成
、
亦
翟
義
之
髣
髴
乎
。
推
算
其
齡
、
則
可
超

古
稀
。
此
人
長
生
、
天
其
於
朱
氏
祐
之
乎
（
延
寶
甲
寅
［
二
年
］
の
夏
、

長
崎
司
、
吳
三
桂
鄭
錦
舍
の
檄
文
を
逹
す
、
是
れ
福
州
の
商
舶
、
傳
寫
し
て
載

せ
來
る
な
り
。・
・
・
是
に
由
り
て
初
め
て
知
る
、
三
桂
犹
ほ
存
し
て
、
以
て

時
運
の
至
る
を
待
つ
こ
と
を
。
若
し
事
遂
げ
功
成
ら
ば
、
則
ち
夏
靡
の
擧
と
雖

も
過
ぎ
た
り
と
爲
さ
ざ
ら
ん
か
。
縱
ひ
事
成
ら
ざ
る
も
、
亦
た
翟
義
の
髣
髴

か
。
其
の
齡
を
推
し
て
算
［
か
ぞ
］
ふ
れ
ば
、
則
ち
古
稀
を
超
ゆ
べ
し
。
此
の

人
の
長
生
は
、
天
、
其
れ
朱
氏
に
於
て
之
を
祐
く
る
か
）」。
こ
こ
で
も
、
彼

は
そ
の
知
ら
せ
を
始
め
て
受
け
取
っ
た
際
の
自
身
の
興
奮
を
隱
そ
う
と

も
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
衝
擊
的
な
知
ら
せ
が
屆
く
。「
頃
聞
、

長
崎
傳
逹
東
京
船
之
言
曰
、
戊
午
三
月
、
吳
三
桂
卽
帝
位
、
建
元
曰

昭
武
、
國
號
大
週
。
抑
街
談
巷
說
乎
。
若
其
果
然
、
則
三
十
年
來
之
素

心
、
至
是
而
見
、
而
非
忠
義
而
簒
奪
也
（
頃
［
こ
の
ご
ろ
］
聞
く
、
長
崎
、

東
京
船
の
言
を
傳
逹
し
て
曰
く
、
戊
午
三
月
、
吳
三
桂
、
帝
位
に
卽
き
、
元
を

建
て
昭
武
と
曰
ひ
、
國
を
大
週
と
號
す
と
。
抑
ゝ
街
談
巷
說
か
。
若
し
其
れ
果

し
て
然
ら
ば
、
則
ち
三
十
年
來
の
素
心
、
是
に
至
り
て
見
［
あ
ら
は
］
れ
て
、

忠
義
に
非
ず
し
て
簒
奪
な
り
）」。
こ
こ
に
お
い
て
、
彼
は
吳
三
桂
の
擧
兵

へ
の
信
賴
を
一
擧
に
失
う
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
い
か
に
深
い
も
の

で
あ
っ
た
か
は
、
吳
三
桂
と
共
に
擧
兵
し
た
鄭
經
、
さ
ら
に
は
そ
の
他

の
將
軍
た
ち
す
べ
て
に
對
し
て
も
懷
疑
的
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
か

ら
明
ら
か
で
あ
る
。「
聞
先
是
鄭
氏
亦
奉
一
帝
、
建
永
曆
之
號
。
不
知

自
今
而
後
、
其
事
成
而
不
變
所
守
乎
、
有
私
營
之
謀
乎
。
又
聞
、
吳
鄭

之
外
、
如
福
建
耿
氏
乁
孫
將
軍
平
南
王
、
各
割
據
一
方
。
然
始
與
吳
鄭

相
應
、
又
降
韃
寇
。
吳
鄭
則
蜂
蟻
之
類
、
不
足
算
也
（
是
よ
り
先
、
鄭

氏
も
亦
た
一
帝
を
奉
じ
て
、
永
曆
の
號
を
建
つ
を
聞
く
。
知
ら
ず
、
今
よ
り
し

て
後
、
其
の
事
成
り
て
守
る
所
を
變
ぜ
ざ
ら
ん
か
、
私
營
の
謀
有
る
か
。
又
た

聞
く
、
吳
鄭
の
外
、
福
建
の
耿
氏
乁
び
孫
將
軍
平
南
王
の
如
き
、
各
ゝ
一
方
に

割
據
す
。
然
も
始
め
吳
鄭
と
相
ひ
應
ず
る
も
、
又
た
韃
寇
に
降
る
と
。
吳
鄭
は

則
ち
蜂
蟻
の
類
、
算
［
か
ぞ
］
ふ
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
）」。
か
く
し
て
彼
は

以
下
の
よ
う
に
自
己
の
感
慨
を
述
べ
る
。「
古
人
謂
、
週
公
早
終
、
則

流
言
之
冤
不
能
明
、
王
莽
早
死
、
則
永
爲
恭
儉
之
人
。
信
哉
。
故
曰
毀

譽
蓋
棺
了
者
、
亦
是
不
爲
虛
言
乎
（
古
人
謂
く
、
週
公
早
く
終
は
れ
ば
、

則
ち
流
言
の
冤
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
能
は
ず
、
王
莽
早
く
死
す
れ
ば
、
則
ち



明
淸
變
革
と
林
羅
山
・
鵞
峰
（
永
冨
）

（ 33 ）

永
く
恭
儉
の
人
爲
ら
ん
と
。
信
な
る
か
な
。
故
に
毀
譽
、
棺
を
蓋
［
お
ほ
］
ひ

て
了
［
を
は
］
る
と
曰
ふ
者
も
、
亦
た
是
れ
虛
言
爲
ら
ざ
る
か
）」。
そ
し
て

最
後
に
、
冐
頭
に
對
應
す
る
以
下
の
よ
う
な
文
を
述
べ
、
正
史
が
す
べ

て
を
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
全
文
の
結
び
と
す
る
の
で
あ

る
。「
戊
午
七
月
晦
夜
、
雨
滴
檐
。
獨
坐
燈
淡
。
口
授
侍
史
、
記
所
聞

小
槪
。
待
中
華
歸
一
、
正
史
載
來
以
決
之
（
戊
午
［
延
寶
六
年
］
七
月
晦

夜
、
雨
、
檐
に
滴
る
。
獨
り
坐
す
に
燈
淡
し
。
侍
史
に
口
授
し
て
、
聞
く
所
の

小
槪
を
記
す
。
中
華
、
一
に
歸
し
、
正
史
載
せ
來
る
を
待
ち
て
以
て
之
を
決
せ

ん
）
11
（

）」。

　

こ
の
文
章
お
よ
び
「
華
夷
變
態
序
」
に
表
れ
て
い
る
、
吳
三
桂
の
擧

兵
を
知
っ
た
際
の
興
奮
ぶ
り
、
そ
し
て
こ
の
文
章
に
お
け
る
、
吳
三
桂

が
帝
位
に
就
い
た
こ
と
を
知
っ
た
際
の
落
膽
ぶ
り
か
ら
は
、
彼
が
中
華

に
お
い
て
正
義
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
信
じ
て
お
り
、
だ
か
ら
こ

そ
、
そ
れ
が
裏
切
ら
れ
た
際
に
い
か
に
絶
望
し
た
か
が
傳
わ
っ
て
く

る
。
し
か
も
こ
こ
ま
で
絶
望
し
て
も
な
お
、
彼
は
「
正
史
」
が
傳
わ
っ

て
く
る
ま
で
は
最
終
的
な
判
斷
を
保
留
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
鵞
峰
に
と
っ
て
、
明
末
淸
初
の
動
亂
と
は
、
決
し
て
「
異
邦
の
傍

觀
者
の
立
場
か
ら
」、「
無
邪
氣
」
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

な
お
、『
華
夷
變
態
』
の
う
ち
、
鵞
峰
の
見
解
が
記
さ
れ
て
い
る
の

は
卷
六
ま
で
で
あ
る
が
、
そ
の
末
尾
に
記
さ
れ
た
「
貳
拾
六
番
普
陀
山

船
唐
人
共
申
口）

11
（

」
は
、
吳
三
桂
の
健
在
を
傳
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
鵞

峰
の
歿
年
は
延
寶
八
年
（
一
六
八
〇
、
康
煕
十
九
年
）
な
の
で
、
そ
の
子

林
鳳
岡
の
手
に
な
る
『
華
夷
變
態
』
卷
七
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
、
吳
三

桂
の
死
亡
を
傳
え
る
記
事
を
含
む
「
拾
番
廣
東
船
之
唐
人
共
申
口）

11
（

」
を

目
に
し
て
い
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
吳
三
桂
の
死
に

關
す
る
鵞
峰
の
感
慨
は
、
今
日
殘
さ
れ
て
い
る
資
料
か
ら
は
窺
い
知
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
鵞
峰
の
死
の
翌
年
、
康
煕
二
十
年
（
一
六

八
一
、
延
寶
九
年
）
に
三
藩
の
亂
は
終
熄
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を

知
り
得
な
か
っ
た
の
は
、
鵞
峰
に
と
っ
て
あ
る
い
は
幸
い
だ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

附
錄

「
過
明
論
」（『
羅
山
林
先
生
文
集
』
卷
二
十
四
）

　

古
曰
獯
鬻
、
黃
帝
之
所
逐
也
。
蓋
今
之
韃
靼
也
。
其
投
化
而
久
者
曰

熟
韃
靼
。
其
新
到
者
曰
生
韃
靼
。
其
猾
憂
之
戒
、
其
嚴
乎
。
殷
曰
鬼

方
、
高
宗
之
所
克
也
。
週
曰
玁
狁
、
宣
王
之
所
伐
也
。
漢
曰
匈
奴
、
元

魏
曰
高
車
部
、
唐
曰
突
厥
、
曰
囘
鶻
。
乁
五
季
之
時
曰
契
丹
、
趙
宋
曰

遼
。
當
其
寇
掠
之
時
乃
驅
逐
之
、
而
去
者
不
追
。
故
詩
云
、
薄
伐
玁

狁
、
至
于
太
原
。
其
不
務
外
、
不
拓
遠
、
唯
能
守
中
而
不
失
禹
服
、
亦



東
洋
の
思
想
と
宗
敎
　
第
三
十
八
號

（ 34 ）

可
也
。
萬
乘
之
多
、
五
等
之
列
、
九
州
之
廣
、
何
外
求
哉
。
中
國
之
爲

中
國
也
、
亦
可
也
。
其
曰
狄
、
曰
胡
、
曰
羯
、
曰
貊
、
曰
虜
、
皆
賤
惡

之
稱
、
而
獸
類
之
犬
種
之
也
。
自
後
耶
律
氏
雖
盛
於
朔
方
、
然
澶
淵
之

役
見
趙
氏
之
强
、
而
後
爲
兄
弟
伯
叔
之
約
。
干
戈
久
止
、
聘
使
互
通
、

殆
百
年
。
完
顏
氏
漸
發
、
遂
滅
耶
律
氏
。
夫
以
阿
骨
打
之
勈
力
、
迪
吉

之
暴
猛
、
兀
朮
等
之
善
用
兵
、
無
不
有
一
日
伺
宋
、
而
不
克
涉
江
。
且

約
且
背
、
一
戰
一
和
、
復
數
十
年
。
況
有
宗
澤
岳
飛
張
韓
劉
等
之
勤
王

之
軍
、
節
義
之
士
乎
。
竒
渥
溫
氏
勃
起
孔
熾
、
遂
滅
完
顏
氏
。
旣
而
其

勢
益
盛
愈
大
、
乃
涉
江
而
南
、
趙
氏
將
絶
如
縷
。
方
如
是
之
危
急
、
犹

有
文
天
祥
粉
骨
于
軍
中
、
陸
秀
夫
抱
孤
于
舟
裏
、
張
世
傑
浮
海
而
沒
、

謝
枋
得
絶
穀
而
死
。
豈
翅
忠
臣
義
人
之
志
而
已
哉
。
週
程
張
朱
衟
學
遺

風
之
所
廣
覃
也
。
吾
偶
見
大
明
中
世
以
降
文
武
官
人
所
著
書
、
乃
稱
今

上
德
行
政
事
與
堯
舜
何
異
哉
、
漢
祖
唐
宗
不
足
比
焉
、
稱
執
事
者
與
伊

傳
週
召
何
異
哉
、
蕭
曹
房
杜
不
堪
言
焉
。
豈
非
孟
浪
乎
。
至
如
稱
學
術

與
孔
顏
同
、
此
意
濂
溪
明
衟
唯
秀
才
而
已
、
其
餘
視
之
直
下
、
豈
非
妄

誇
乎
。
稱
文
字
則
自
比
左
屈
遷
固
、
而
超
越
唐
宋
、
豈
非
杜
撰
乎
。
稱

歌
詩
則
浸
淫
漢
魏
、
追
逐
李
杜
、
而
跨
過
宋
元
。
雖
然
偶
觸
目
、
則
其

文
章
詞
賦
、
稍
覺
淺
近
而
輕
薄
。
視
之
中
州
集
元
朝
文
類
、
則
具
眼
者

可
知
優
劣
。
然
況
於
古
人
乎
。
稱
將
帥
者
謂
暗
合
孫
吳
、
指
揮
韓
白
。

雖
然
我
關
白
兵
入
朝
鮮
、
彼
來
救
之
、
其
百
不
能
當
我
一
、
則
孫
吳
豈

其
然
乎
。
且
欲
異
先
儒
之
說
、
則
或
妄
作
某
氏
家
諜
、
或
謾
自
托
曰
發

古
塚
以
得
竒
異
之
書
、
而
屢
議
古
人
、
詈
先
輩
、
皆
是
諂
上
誣
下
、
而

自
欺
自
衒
者
耶
。
況
天
啟
崇
禎
二
十
餘
歲
之
際
、
君
暗
而
貪
、
臣
曲
而

僞
、
璫
嬖
用
事
、
內
外
壅
滯
、
賄
賂
公
行
、
風
俗
頹
敗
、
學
術
雜
亂
、

異
同
萬
端
。
黎
民
奈
何
可
堪
哉
。
於
是
闖
賊
獻
賊
蟻
屯
蜂
起
、
所
到
莫

不
脅
從
、
所
擊
莫
不
偃
靡
。
闖
據
陝
西
、
獻
據
四
川
。
甲
申
之
年
闖
賊

果
破
燕
京
、
有
內
應
而
城
門
不
守
、
賊
兵
且
攻
且
燒
。
帝
自
經
死
、
后

妃
王
子
共
殞
命
。
不
大
哀
乎
。
未
聞
有
一
人
可
以
碧
葬
者
。
不
甚
恨

乎
。
獨
吳
三
桂
急
徃
韃
靼
、
頻
乞
援
兵
十
萬
而
來
擊
。
會
闖
賊
焚
燕

京
、
大
虜
掠
而
西
。
三
桂
因
發
兵
、
逐
之
走
之
。
賊
雖
相
戰
不
得
利
、

乃
弃
所
掠
之
女
子
財
寶
大
半
而
去
。
三
桂
追
擊
不
歸
。
於
是
韃
靼
人
乘

隙
取
燕
京
、
如
入
無
人
之
地
。
京
師
驚
而
愈
懼
。
南
京
史
可
法
聞
之
、

立
萬
曆
帝
孫
福
王
爲
天
子
、
卽
位
于
金
陵
。
韃
人
率
兵
涉
江
、
亦
有
內

應
而
南
京
敗
、
福
王
爲
虜
、
可
法
死
之
。
不
亦
痛
悼
乎
。
於
是
鄭
芝
龍

乁
弟
鴻
逹
立
高
祖
九
世
孫
唐
王
爲
帝
於
福
州
。
風
聞
丙
戌
季
秋
之
末
、

韃
人
入
延
平
、
而
福
京
亦
亂
敗
。
不
知
果
如
何
也
。
夫
以
大
明
二
百
七

八
十
年
之
流
風
餘
韵
、
而
不
過
二
三
年
而
內
爛
而
亡
、
外
鑠
而
消
。
何

其
急
速
也
。
明
人
之
謗
宋
人
者
可
以
赧
然
。
三
桂
之
誘
韃
人
、
犹
如
唐

之
借
囘
鶻
乎
。
韃
之
入
燕
京
、
暴
於
囘
鶻
爲
唐
患
乎
。
然
則
三
桂
之
功

與
罪
、
必
有
辯
也
。
可
法
之
顚
末
、
雖
未
詳
知
、
然
身
旣
死
則
無
異
論



明
淸
變
革
と
林
羅
山
・
鵞
峰
（
永
冨
）

（ 35 ）

歟
。
宜
哉
、
天
祥
秀
夫
輩
、
雖
死
如
生
。
是
宋
儒
學
問
之
餘
力
歟
。
今

之
韃
酋
不
可
抗
阿
保
⺇
阿
骨
打
鐵
木
眞
忽
必
烈
之
氣
勢
。
趙
宋
拒
之
掃

之
一
百
數
十
年
、
久
保
宗
社
。
孰
與
大
明
纔
二
三
年
閒
悉
殱
哉
。
明
人

之
詈
宋
人
者
可
以
螫
口
。
雖
然
三
代
姑
舍
是
。
兩
漢
唐
宋
之
引
世
、
與

大
明
均
是
永
長
也
。
而
今
如
此
、
可
以
痛
歎
矣
。
且
試
言
之
。
彼
曰
、

我
是
淳
維
之
裔
也
。
瞽
鯀
之
子
有
舜
禹
、
焉
知
淳
維
之
不
爲
賢
也
。
匈

奴
不
可
賤
也
。
以
週
大
王
之
賢
、
尙
事
獯
鬻
。
以
漢
帝
之
雄
略
才
謀
、

與
匈
奴
爲
兄
弟
行
、
共
爲
婚
姻
、
平
禮
通
書
。
以
唐
太
宗
之
英
武
、
而

彼
呼
爲
天
可
汗
、
亦
許
之
不
爲
不
可
也
。
元
魏
指
劉
宋
蕭
梁
爲
島
夷
、

夷
狄
斥
罵
中
國
人
則
推
喚
曰
漢
。
然
則
北
不
必
賤
、
南
不
必
貴
。
且
夫

江
南
者
荊
楚
吳
越
之
地
、
而
福
建
者
閩
甌
之
域
也
。
詩
云
、
戎
狄
是

膺
、
荊
舒
是
懲
。
吳
越
大
國
、
雖
僭
王
、
而
春
秋
於
吳
越
稱
子
者
、
夷

狄
之
也
。
何
得
爲
中
國
乎
。
故
遼
與
宋
與
金
分
南
北
可
以
爲
兩
朝
、
亦

非
無
其
謂
也
耶
。
況
又
胡
元
之
混
一
南
北
乎
。
曰
、
不
然
。
今
見
其
人

物
風
俗
、
則
中
國
與
江
南
古
人
禮
義
法
制
政
事
文
章
有
犹
在
。
與
北
虜

羶
腥
之
卑
而
不
知
禮
義
、
去
禽
獸
不
遠
者
、
霄
壤
懸
隔
。
夫
週
南
之
風

行
于
江
漢
之
閒
、
則
文
王
週
公
之
德
化
乁
於
楚
、
奚
疑
哉
。
太
伯
之
至

德
敎
之
於
吳
、
則
越
亦
須
受
其
餘
波
。
孰
與
淳
維
韓
王
信
盧
芳
等
之
迯

奔
匈
奴
者
哉
。
不
可
同
年
而
談
也
。
福
王
之
所
終
、
李
氏
張
氏
之
亂
賊

興
亡
、
未
能
知
、
則
復
不
得
云
如
之
何
耳
。
嗚
呼
、
惟
命
不
于
常
。
可

畏
哉
。
且
惟
典
午
之
季
、
五
胡
十
六
夷
狄
新
灞
中
國
者
、
猛
强
盖
世
。

然
或
十
數
年
、
或
二
三
十
年
、
皆
僅
不
滿
半
百
而
滅
。
唯
古
今
之
閒
胡

元
累
業
一
百
五
六
十
年
。
是
豈
非
鐵
木
眞
窩
闊
臺
拕
雷
忽
必
烈
父
子
兄

弟
伯
侄
相
繼
而
雄
武
智
計
、
且
用
中
國
人
物
、
使
爲
政
事
之
故
乎
。
今

之
韃
酋
所
爲
、
善
惡
未
可
知
也
。
就
想
蠻
舶
之
徃
還
於
我
者
犹
有
在
。

何
其
與
中
國
不
能
相
通
、
而
使
蠢
爾
虵
種
涉
我
域
乎
。
不
在
其
位
、
不

謀
其
政
。
則
國
家
者
非
散
焉
者
之
所
議
也
。
狄
與
蠻
雖
爲
異
方
、
然
其

獸
心
之
所
向
、
何
異
哉
。
戒
之
愼
之
。
奈
何
奈
何
。

「
華
夷
變
態
序
」（『
華
夷
變
態
』
卷
一
）

　

崇
禎
登
天
、
弘
光
陷
虜
、
唐
魯
纔
保
南
隅
、
而
韃
虜
橫
行
中
原
。
是

華
變
於
夷
之
態
也
。
雲
海
渺
茫
、
不
詳
其
始
末
。
如
勦
闖
小
說
、
中
興

偉
略
、
明
季
遺
聞
等
槩
記
而
已
。
按
朱
氏
失
鹿
、
當
我
正
保
年
中
。
爾

來
三
十
年
所
、
福
漳
商
舩
來
徃
長
㟢
、
所
傳
說
、
有
逹
江
府
者
。
其
中

聞
於
公
、
件
件
讀
進
之
、
和
解
之
。
吾
家
無
不
與
之
。
其
草
案
留
在
反

古
堆
。
恐
其
兦
失
、
故
敘
其
次
第
、
錄
爲
册
子
、
號
華
夷
變
態
。
頃
閒

吳
鄭
檄
各
省
、
有
恢
復
之
舉
。
其
勝
敗
不
可
知
焉
。
若
夫
有
爲
夷
變
於

華
之
態
、
則
縱
異
方
域
、
不
亦
快
乎
。

　

延
寶
二
年
甲
寅
六
月
八
日　

�

弘
文
學
士　

林
叟
發
題
。
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「
吳
鄭
論
」（『
鵞
峰
先
生
林
學
士
文
集
』
卷
四
十
八
）

　

韃
虜
掠
華
殆
四
十
年
。
正
史
未
見
則
不
詳
眞
僞
。
然
本
朝
升
平
、
西

海
波
穩
、
德
風
廣
覆
。
福
泉
商
舶
洊
至
長
崎
、
譯
鞮
通
語
、
津
司
驛
傳

具
逹
。
故
余
輩
竊
有
聞
焉
。
崇
禎
甲
申
、
明
帝
賓
天
、
闖
賊
陷
燕
京
。

吳
三
桂
守
山
海
關
、
不
從
賊
、
假
北
虜
之
援
、
以
討
賊
、
報
君
王
之

讐
。
可
謂
忠
也
。
然
虜
之
貪
戾
、
據
燕
京
、
自
取
之
不
歸
、
移
三
桂
於

雲
南
、
以
爲
遠
藩
、
遂
幷
呑
南
京
、
擒
明
嗣
王
。
義
臣
史
可
法
死
節

云
。
華
域
悉
被
腥
風
染
、
犹
奇
渥
溫
氏
時
勢
也
。
唯
福
州
鄭
芝
龍
尊
立

明
之
唐
王
、
以
存
恢
復
之
志
。
當
我
正
保
二
年
乙
酉
、
芝
龍
慮
其
力
與

賊
不
两
立
、
欲
請
援
兵
於
我
邦
、
先
試
使
邊
將
崔
芝
逹
其
趣
於
長
崎

司
。
而
三
年
丙
戍
、
聘
使
船
旣
發
、
遇
賊
於
洋
中
、
被
掠
奪
也
。
再

聘
之
艤
未
成
、
福
州
陷
、
芝
龍
爲
降
虜
。
然
其
子
森
官
（
名
綵
、
字
成

功
、
俗
呼
曰
森
官
）
犹
奉
明
主
、
纔
保
南
隅
、
赐
國
姓
、
號
朱
成
功
、

屡
與
賊
戰
、
互
有
勝
負
。
每
歲
發
船
渡
長
崎
、
貨
殖
以
厚
軍
備
之
利
、

稱
其
船
曰
國
姓
爺
也
。
嘗
聞
、
芝
龍
少
時
貧
賤
、
來
寓
平
户
、
賣
履
送

歲
、
俗
稱
一
官
。
娶
妻
生
子
、
乃
是
森
官
也
。
芝
龍
歸
明
、
討
南
海

賊
、
能
用
兵
、
有
大
功
、
時
稱
良
將
、
擇
爲
福
州
之
帥
、
管
南
方
水
路

云
。
寬
永
年
中
、
憑
商
舶
請
長
崎
司
、
經
官
裁
使
其
妻
乁
森
官
得
至
福

州
。
芝
龍
降
時
、
其
妻
自
殺
、
而
森
官
所
爲
如
此
。
皆
言
、
母
子
共
存

日
本
武
勈
之
風
。
想
夫
芝
龍
以
一
隅
對
强
大
之
敵
、
可
謂
赳
赳
丈
夫

也
。
乁
其
困
窮
不
能
全
節
者
、
可
以
惜
乎
。
或
託
名
假
義
、
欲
營
其
自

家
乎
、
其
中
心
果
不
可
測
乎
。
森
官
戰
謀
不
劣
於
父
。
若
天
假
之
年
、

则
不
負
成
功
之
名
乎
。
不
幸
短
命
、
可
以
痛
恨
也
。
森
官
有
子
、
曰
錦

舍
（
名
經
、
俗
呼
曰
錦
舍
）、
不
失
其
有
與
賊
屡
戰
矣
。
吳
三
桂
事
寥
乎

不
聞
三
十
年
、
想
夫
旣
死
矣
。
延
寶
甲
寅
之
夏
、
長
崎
司
逹
吳
三
桂
鄭

錦
舍
檄
文
、
是
福
州
商
舶
傳
寫
而
載
來
也
。
三
桂
檄
謂
、
起
義
兵
於
雲

南
、
奉
崇
祯
太
子
、
旣
至
陝
西
、
傳
檄
於
天
下
。
其
文
詳
悉
。
鄭
檄
亦

同
其
趣
。
由
是
初
知
三
桂
犹
存
、
以
待
時
運
之
至
也
。
若
事
遂
功
成
、

則
雖
夏
靡
之
擧
不
爲
過
乎
。
縱
事
不
成
、
亦
翟
義
之
髣
髴
乎
。
推
算
其

齡
、
則
可
超
古
稀
。
此
人
長
生
、
天
其
於
朱
氏
祐
之
乎
。
爾
來
商
船
至

長
崎
、
傳
說
錦
舍
事
多
多
、
三
桂
事
偶
聞
之
、
粗
而
不
精
。
乃
知
錦
舍

所
在
者
去
長
崎
不
甚
遠
、
故
商
賈
亦
有
所
聞
見
。
三
桂
所
居
者
西
南
、

海
陸
遙
隔
、
故
絶
其

故
乎
。
頃
聞
、
長
崎
傳
逹
東
京
船
之
言
曰
、
戊

午
三
月
、
吳
三
桂
卽
帝
位
、
建
元
曰
昭
武
、
國
號
大
週
。
抑
街
談
巷
說

乎
。
若
其
果
然
、
則
三
十
年
來
之
素
心
、
至
是
而
見
、
而
非
忠
義
而
篡

奪
也
。
蓋
彼
亦
倣
曹
操
朱
溫
之
跡
、
而
又
劉
裕
衰
暮
之
歎
、
而
不
克
終

而
然
乎
。
蓋
稱
大
週
者
、
託
爲
吳
泰
伯
之
後
乎
。
稱
昭
武
者
、
擬
昭
烈

章
武
之
號
乎
。
聞
先
是
鄭
氏
亦
奉
一
帝
、
建
永
曆
之
號
。
不
知
自
今
而

後
、
其
事
成
而
不
變
所
守
乎
、
有
私
營
之
謀
乎
。
又
聞
、
吳
鄭
之
外
、

如
福
建
耿
氏
乁
孫
將
軍
平
南
王
、
各
割
據
一
方
。
然
始
與
吳
鄭
相
應
、
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又
降
韃
寇
。
吳
鄭
則
蜂
蟻
之
類
、
不
足
算
也
。
古
人
謂
、
週
公
早
終
、

則
流
言
之
冤
不
能
明
。
王
莽
早
死
、
則
永
爲
恭
儉
之
人
。
信
哉
。
故
曰

毀
譽
蓋
棺
了
者
、
亦
是
不
爲
虛
言
乎
。
戊
午
七
月
晦
夜
、
雨
滴
檐
。
獨

坐
燈
淡
、
口
授
侍
史
、
記
所
聞
小
槪
。
待
中
華
歸
一
、
正
史
載
來
以
決

之
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
１
）　

そ
う
し
た
觀
點
か
ら
の
代
表
的
硏
究
と
し
て
は
、
堀
勈
雄
『
林
羅

山
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四
）
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、

羅
山
の
役
割
を
よ
り
高
く
評
價
す
る
も
の
と
し
て
は
、
鈴
木
健
一
『
林

羅
山
―
書
を
讀
み
て
未
だ
倦
ま
ず
―
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
ミ
ネ
ル

ヴ
ァ
日
本
評
傳
選
、
二
〇
一
二
）、
揖
斐
高
『
江
戶
幕
府
と
儒
學
者
―

林
羅
山
・
鵞
峰
・
鳳
岡
三
代
の
鬪
い
』（
中
央
公
論
新
社
、
中
公
新
書
、

二
〇
一
四
）
が
あ
る
。

（
２
）　
『
羅
山
林
先
生
文
集
』
卷
二
十
四
所
收
、
寬
文
二
年
（
一
六
六
二
）

刋
、
早
稻
田
大
學
圖
書
館
藏
。

（
３
）　
『
華
夷
變
態
』
卷
一
、『
華
夷
變
態
』
上
册
、
一
頁
、
東
洋
文
庫
、
一

九
五
八
。
ま
た
『
鵞
峰
先
生
林
學
士
文
集
』
卷
九
十
、
元
祿
二
年
［
一

六
八
九
］
序
刋
。
現
在
、
ペ
リ
カ
ン
社
よ
り
「
近
世
儒
家
文
集
集
成
」

第
十
二
・
十
三
卷
と
し
て
影
印
。
一
九
九
七
。
な
お
、
同
書
の
解
題
に

お
い
て
日
野
龍
夫
が
本
書
の
內
題
お
よ
び
目
錄
題
を
「
鵞
峰
林
學
士
文

集
」
と
し
て
い
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

（
４
）　
『
華
夷
變
態
』
上
册
に
よ
る
。『
鵞
峰
先
生
林
學
士
文
集
』
で
は

「
檄
」
の
字
が
な
い
。

（
５
）　

川
勝
守
『
日
本
近
世
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇

〇
、
二
三
三
頁
。

（
６
）　

眞
壁
仁
「
德
川
儒
學
思
想
に
お
け
る
明
淸
交
替
：
江
戶
儒
學
界
に
お

け
る
正
統
の
轉
位
と
そ
の
變
遷
」、『
北
大
法
學
論
集
』
六
十
二
〈
六
〉、

四
六
頁
。

（
７
）　

倭
館
と
そ
こ
に
お
け
る
交
易
に
關
し
て
は
、
田
代
和
生
『
新
・
倭
館

―
鏁
國
時
代
の
日
本
人
町
』（
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
一
一
）
を
參
照
。

（
８
）　
『
德
川
實
紀
』（
林
衡
總
裁
、
成
島
司
直
撰
述
。
嘉
永
二
年
［
一
八
四

九
］
完
成
）、「
大
猷
院
殿
御
實
紀
」
卷
十
二
、
吉
川
弘
文
館
、
新
訂
增

補
國
史
大
系
、
德
川
實
紀
第
二
篇
（
底
本
は
貴
族
院
圖
書
室
藏
本
）、

一
九
八
一
、
四
五
一
頁
。

（
９
）　

當
時
、
寫
本
は
出
版
取
り
締
ま
り
の
埒
外
に
置
か
れ
て
い
た
。

（
10
）　

書
物
と
し
て
の
成
立
は
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
八
月
十
三
日
。
現

在
、
平
凡
社
『
韃
靼
漂
流
記
』（
一
九
九
一
）
に
飜
刻
の
上
收
錄
。

（
11
）　
『
韃
靼
漂
流
記
』
に
關
し
て
は
、
春
名
徹
「
韃
靼
漂
流
記
―
萬
里
の

長
城
を
越
え
て
」（
同
氏
『
世
界
を
見
て
し
ま
っ
た
男
た
ち
』
所
收
、

文
藝
春
秋
社
、
一
九
八
一
、
今
ち
く
ま
文
庫
に
改
訂
增
補
の
う
え
收

錄
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
八
）
を
參
照
。

（
12
）　
『
舜
水
先
生
文
集
』（
正
德
五
年
［
一
七
一
五
］
刋
）
卷
二
十
七
、
早

稻
田
大
學
圖
書
館
藏
。
現
在
、
朱
謙
之
編
『
朱
舜
水
集
』
卷
一
に
所

收
、
中
華
書
局
、
一
九
八
一
。
た
だ
し
『
朱
舜
水
集
』
で
は
題
を
「
中
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原
陽
九
述
略
」
と
し
て
い
る
。

（
13
）　
「
和
蘭
風
說
書
」
の
飜
刻
と
し
て
は
、
日
蘭
學
會
・
法
政
蘭
學
硏
究

會
編
『
和
蘭
風
說
書
集
成
』
上
下
卷
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
七
、
一

九
七
九
）
が
あ
る
。
な
お
「
和
蘭
風
說
書
」
の
硏
究
史
に
關
し
て
は
、

松
方
鼕
子
『
オ
ラ
ン
ダ
風
說
書
と
近
世
日
本
』（
東
京
大
學
出
版
會
、

二
〇
〇
七
）
序
章
第
一
節
「
硏
究
史
」
を
參
照
。

（
14
）　

琉
球
王
朝
と
日
中
兩
國
と
の
關
係
の
硏
究
動
向
に
つ
い
て
は
、
渡
邊

美
季
『
近
世
琉
球
と
中
日
關
係
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
）
序
章

「
硏
究
の
動
向
と
關
心
の
所
在
」
を
參
照
。

（
15
）　

そ
の
內
容
は
、
國
立
公
文
書
館
藏
本
で
は
、
正
保
元
年
（
一
六
四

四
）
か
ら
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
ま
で
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
な

お
、
同
書
は
現
在
、
東
洋
文
庫
よ
り
上
中
下
三
册
で
飜
刻
の
う
え
刋
行

さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
も
同
書
よ
り
の
引
用
は
そ
れ
に
據
っ
て
い
る
。

一
九
五
八
～
一
九
五
九
。

（
16
）　
「
年
譜
下
」
十
五
丁
表
～
裏
、『
羅
山
林
先
生
文
集
』
附
錄
卷
二
。

（
17
）　

な
お
、
ロ
ナ
ル
ド
・
ト
ビ
（Ronald�P.�T

oby

）
が
本
書

の
口

述
筆
記
を
羅
山
に
よ
る
も
の
と
し
て
い
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
同
氏

『
近
世
日
本
の
國
家
形
成
と
外
交
』、
創
文
社
、
一
九
九
〇
、
一
〇
三

頁
、State and D

iplom
acy in E

arly M
odern Japan,�Stanford�

U
niversity�Press,�1991,�p.�120.

（
18
）　

使
者
で
あ
る
黃
徵
明
自
身
は
海
上
で
女
眞
人
に
捕
ら
え
ら
れ
た
が
、

鄭
芝
龍
の
書

、
進
物
、
そ
し
て
黃
徵
明
の
添
え
狀
が
到
着
し
た
も
の

で
あ
る
。『
華
夷
變
態
』
卷
一
、
一
七
頁
。

（
19
）　
『
羅
山
林
先
生
文
集
』
附
錄
卷
四
、「
編
著
書
目　

應
敎
」、
四
丁
裏
。

（
20
）　

文
中
の
「
應
敎
」
と
は
、「
命
令
に
よ
っ
て
」
の
意
で
あ
る
。

（
21
）　

な
お
、
當
時
の
將
軍
は
三
代
家
光
で
あ
る
。

（
22
）　
『
德
川
實
紀
』、「
大
猷
院
殿
御
實
紀
」
卷
六
十
五
、
吉
川
弘
文
館
、

新
訂
增
補
國
史
大
系
、
德
川
實
紀
第
三
篇
、
一
九
七
六
、
四
五
八
～
四

六
〇
頁
。

（
23
）　

但
し
、『
德
川
實
紀
』
に
お
い
て
は
こ
の
文
に
續
け
て
、
紀
州
藩
主

德
川
賴
宣
は
乞
師
に
應
じ
る
こ
と
に
反
對
だ
っ
た
と
、『
南
龍
公
譜
略
』

の
引
用
に
よ
っ
て
結
論
づ
け
て
い
る
（
同
書
第
三
篇
、
四
六
〇
頁
）。

（
24
）　
『
續
史
籍
集
覽
』
第
六
册
所
收
、
す
み
や
書
房
、
一
九
七
〇
。

（
25
）　

な
お
、
こ
の
文
の
紀
年
は
上
述
の
ご
と
く
戊
午
（
延
寶
六
年
、
一
六

七
八
、
康
煕
十
七
年
、
昭
武
元
年
）
七
月
晦
日
で
あ
る
が
、
こ
の
點
は

や
や
疑
問
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
現
存
す
る
『
華
夷
變
態
』
を
見
る

限
り
、
確
か
に
延
寶
六
年
の
七
月
に
、
琉
球
か
ら
大
量
の
情
報
が
寄
せ

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
東
京
船
か
ら
の
も
の
は
な
く
、
同
年
十

月
六
日
に
到
着
し
た
「
貳
拾
三
番
福
州
船
之
唐
人
共
申
口
」（
同
年
九

月
十
日
の
紀
年
、
唐
通
事
か
ら
の
報
吿
）
に
お
い
て
始
め
て
吳
三
桂
の

卽
位
が
報
吿
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、「
去
年
よ
り
帝
位
に
備
り
、
則
年

號
を
光
華
と
申
し
さ
う
ら
ひ
」（『
華
夷
變
態
』
卷
六
、
上
册
二
七
五

頁
）
と
い
う
あ
や
ふ
や
な
情
報
で
あ
り
、『
華
夷
變
態
』
に
お
い
て
吳

三
桂
の
卽
位
の
知
ら
せ
と
そ
の
昭
武
と
い
う
年
號
の
雙
方
が
現
れ
て
い

る
も
の
は
、
翌
延
寶
七
年
（
一
六
七
九
、
康
煕
十
八
年
、
昭
武
二
年
）

三
月
十
一
日
に
受
け
取
っ
た
、「
壹
番
普
陀
山
船
之
唐
之
共
申
口
」（
同
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年
二
月
二
十
三
日
の
紀
年
、
彭
城
仁
左
右
衞
門
等
、
唐
通
事
九
人
の
連

名
。『
華
夷
變
態
』
卷
七
、
上
册
二
八
三
～
二
八
四
頁
）�

が
初
め
て
の

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
こ
の
「
吳
鄭
論
」
は
、
こ
の
延
寶
七

年
に
お
け
る
報
吿
を
受
け
取
っ
た
後
、
前
年
の
文
章
に
修
正
を
加
え
た

も
の
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
26
）　

延
寶
六
年
（
一
六
七
八
、
康
煕
十
七
年
）
十
二
月
十
八
日
の
紀
年
、

彭
城
仁
左
右
衞
門
等
、
唐
通
事
九
人
の
連
名
。『
華
夷
變
態
』
卷
六
、

上
册
二
七
八
～
二
八
〇
頁
。

（
27
）　

延
寶
七
年
（
一
六
七
九
、
康
煕
十
八
年
）
七
月
三
日
、
唐
通
事
よ
り

の
報
吿
。『
華
夷
變
態
』
卷
七
、
上
册
、
二
九
七
～
二
九
八
頁
。

【
本
論
文
は
、
科
學
硏
究
費
補
助
金
（
基
盤
硏
究
（
Ｃ
）
課
題
番
號
１
７
Ｋ
０

２
２
０
９
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。】

　
〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
明
淸
變
革
、
林
羅
山
、
林
鵞
峰
、
華
夷
變
態
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